
ポイント １

0～19歳の日本在住者が利用対象

ポイント ２

年間投資上限枠（非課税枠）は毎年80万円（※2）

ポイント ３

原則として親権者等が代理で運用

ポイント ４

ポイント ５

金融機関の変更等は不可

※２ 非課税投資総額は最大400万円（80万円×5年間）です。また、

未使用分は翌年以後繰越不可となります。

※３ 払出しを行った場合は、過去に遡って課税されるとともに、

ジュニアＮＩＳＡ口座等は廃止されます。（災害等のやむを

得ない場合を除きます）

   その他、詳細は裏面の留意事項をご確認ください。

ご紹介者様に（※1）

ジュニアＮＩＳＡ口座の

お申込をいただき、開設

手続きが完了された方に

※１ ご紹介者様への現金プレゼントは、当社に総合口座を開設されている方

に限ります。また、ご紹介者様現金プレゼントのキャンペーン対象は、

口座代理人または口座管理人に限定とさせていただきます。

18歳までは払出しに制限あり（※3）

ジュニアＮＩＳＡ口座開

設に必要な書類をご提

出いただきます。

ジュニアＮＩＳＡ

口座のお申込

ジュニアＮＩＳＡ口座の

開設前に、お子様名義

の総合取引口座を開

設していただきます。
※総合取引口座開設に

は個人番号（マイナン

バー）が必要となります。

総合取引口座

開設

当社より税務署へ、

ジュニアＮＩＳＡ口座開

設のための申請を行

います。

税務署へ申請

税務署での審査が完

了しましたら、順次ジュ

ニアＮＩＳＡ口座開設の

お手続きを行います。

ジュニアＮＩＳＡ

口座開設

プレゼントの現金2,000

円は、当社のお客様の

口座へ、それぞれ入金

いたします。

キャンペーン

プレゼント

（口座代理人または口座管理人）
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●ジュニアＮＩＳＡとは日本に居住する未成年者（0歳から19歳）が成人するまでの資産形成を親権者等が代理して運用

を行うものです。

●ジュニアＮＩＳＡ口座は１人1口座（1金融機関等）しか開設出来ません。また複数金融機関での開設や金融機関の変更

はできません。

●ジュニアＮＩＳＡ口座内の譲渡損失は他の課税口座における譲渡所得及び配当所得等との通算が出来ません。

●ジュニアＮＩＳＡ投資枠（非課税枠）年間80万円が設定され、ジュニアＮＩＳＡ口座で一度売却するとそのジュニアＮ

ＩＳＡ投資枠の再利用は出来ません。

●ジュニアＮＩＳＡ口座において保有する上場株式等の配当等のうち、ジュニアＮＩＳＡ口座を開設する金融機関等経由

で交付されないものについては、非課税の適用が受けられません。株式数比例配分方式の手続きが必要になります。

●ジュニアＮＩＳＡ口座の運用管理者（口座管理者）について、口座開設者本人の親権者（法定代理人）、又は親権者

（法定代理人）から明確な書面による委任を受けた者、口座開設者本人から二親等以内の者であること。

●ジュニアＮＩＳＡ口座の払出しは口座開設者本人、又は口座開設者本人の親権者（法定代理人）に限り行うことが可能

です。当該払出し事実とともに、口座開設者本人の同意が必要になります。

●払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消した場合には、事実関係に基づき贈与税等の課税上の問題が生じ

ることがあります。

●ジュニアＮＩＳＡ口座の資金は、厳に口座開設者本人に帰属する資金に限定されることから親権者（法定代理人）又は

口座管理人（出資者）に帰属するものではありません。

●ジュニアＮＩＳＡ口座開設には個人番号の提示及び告知が必要になります。

●投資信託の分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）は従来から非課税であり、ジュニアＮＩＳＡ口座においては制度

上のメリットが享受出来ません。

●18歳まで（3月31日時点で18歳である年の前年12月31日）の間は、ジュニアＮＩＳＡ口座からの払出しが原則出来ませ

ん。払出しを行った場合はジュニアＮＩＳＡ口座等は廃止されます。また、過去に遡って課税されます。ただし、災害等

のやむを得ない事由による払出しの場合は課税されません。

●上記内容は作成日時点のもので、今後金融庁・証券業協会等の方針に則って変更される可能性があります。
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国内株式の売買取引を行う際の最大手数料は5000万円超の約定代金に対して一律235,548円(税込み)が必要とな
ります。(ただし約定代金に応じて手数料は変わります。手数料金額が2,700円に満たない場合は最小手数料とし
て2,700円(税込み)が必要となります。)投資信託をお申込みの際は、各ファンドの契約締結前交付書面や目論見
書等をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りいただきリスク等が記載されていますからそ
の内容についてご確認ください。投資信託のお申込み手数料はお申込み口数に応じて手数料率[上限3.24%(税込
み)]を約定金額にかけたものです。これは、各ファンドにより異なります。株式・投資信託等の金融商品は、価
格の変動などによる損失や元本割れを生じるおそれがあります。投資にあたっては、お客さまご自身でご判断く
ださい。保護預り口座管理料は、０円（無料）です。
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